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定期監査の結果について（提出） 

 

  地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第

９項の規定によりその結果を提出します。   



１ 監査の対象 

日進市立南小学校 

 

第２ 監査の期間 

    平成３０年４月４日から平成３０年６月２５日まで 

 

第３ 監査の方法 

      南小学校について、施設並びに設備の維持管理などの財務に関する事務が

適正に執行されているかを主眼として、関係職員からの説明の聴取と関係書

類の審査を行うとともに現地調査を実施しました。 

 

第４ 監査の概要 

 １ 南小学校の概要 

 南小学校は、平成３０年５月１日現在で、全学年児童数は９４２人で 

３０クラスです。 

  職員の配置は、校長以下５８人です。 

 

２ 施設の概要 

   所在地は、日進市折戸町中屋敷７０番地３です。 

敷地面積は 29,632㎡、建物面積は 8,552㎡です。 

教室の数は、普通教室３０室、 特別教室１３室の合計４３室です。 

 

第５ 監査の結果 

施設の維持管理及び提出書類について、監査を実施した範囲において執   

行状況は、おおむね適正であったと認められましたが、次の点について要望及

び意見します。 

 

〔要望〕 

 ・ ガラス破損時に児童がけがをすることのないよう、飛散防止対策を検討さ

れたい。 

〔意見〕 

・ タブレット端末は台帳により適正に管理し、新学習指導要領の施行を見据

えてＩＣＴ教育環境を整備されたい。 

・ 薬品や危険器具について、適正な管理を実行されたい。 

・ 不審者対策用具は、誰もが使えるよう対応されたい。 

 

 

 

 



第１ 監査の対象 

日進市立赤池小学校 

 

第２ 監査の期間 

    平成３０年４月４日から平成３０年６月２５日まで 

 

第３ 監査の方法 

      赤池小学校について、施設並びに設備の維持管理などの財務に関する事務

が適正に執行されているかを主眼として、関係職員からの説明の聴取と関係

書類の審査を行うとともに現地調査を実施した。 

 

第４ 監査の概要 

 １ 赤池小学校の概要 

赤池小学校は、平成３０年５月１日現在で、全学年児童数は７６７人で 

２７クラスです。 

職員の配置は、校長以下５２人です。 

 

２ 施設の概要 

   所在地は、日進市赤池三丁目２１０１番地 です。 

敷地面積は 15,953㎡、建物面積は 10,697㎡です。 

教室の数は、普通教室２４室、 特別教室１４室の合計３８室です。 

 

第５ 監査の結果 

施設の維持管理及び提出書類について、監査を実施した範囲において執  

行状況は、おおむね適正であったと認められましたが、次の点について要望

及び意見します。 

 

〔要望〕 

 ・ 小額工事等事務取扱要領に沿った事務処理をされたい。 

 ・ 体育館屋根、放送室天井の雨漏り修繕を早急に実施されたい。 

〔意見〕 

 ・ 学校長預かりの就学援助費の支出報告について、市内統一の基準を設けら

れたい。 

 ・ 薬品管理台帳には、使用状況を適正に記入されたい。 

・ 不審者対策用具は、誰もが使えるよう対応されたい。 

 

 

 


